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告 示■

◎群馬県告示第１５８号

群馬県情報公開条例（平成１２年群馬県条例第８３号）第３９条の規定により、平成２９年度における公文書の

開示等についての実施状況を次のとおり公表する。

平成３０年５月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 知事が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

請 県庁 ４２７
求
先 地域機関等 １，０４９

請 求 件 数 １，４７６

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者３５０件、県内に事務所を有する団体５４０件、県外に住所を有

する者２４９件及び県外に事務所を有する団体３３７件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２９年度に
処 理 の 内 容

不存在等
区 分 決定した対

象公文書数
開 示

部分開示 非 開 示 件 数
(うち即日開示)

２９年度 ６，４３８ ５,８６３ ５４７ ２８ ７１４
(８４９)

繰 越 ５ － － － －

(3) 審査請求の状況

（単位：件）

審査請求 処 理 の 内 容

繰 越 請 求
裁 決

取下げ 審査中
件 数 件 数 却 下 棄 却

一 部
認 容

認 容

６ ６２ ０ ８ １ ０ ０ ５９

注 表中、「審査請求」「裁決」には、平成２８年４月１日付け改正前の条例における「不服申立て」「決

定」に係るものを含む。以下同じ。

２ 議会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）
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区 分 請 求

議 会 ８

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者３件、県内に事務所を有する団体３件、県外に住所を有する者１

件及び県外に事務所を有する団体１件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２９年度に
処 理 の 内 容

不存在等
区 分 決定した対

象公文書数
開 示

部分開示 非 開 示 件 数
(うち即日開示)

２９年度 ９ ８ １ ０ ０
(３)

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況

（単位：件）

審査請求 処 理 の 内 容

繰 越 請 求
裁 決

取下げ 審査中
件 数 件 数 却 下 棄 却

一 部
認 容

認 容

１８ ０ １８ ０ ０ ０ ０ ０

３ 教育委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

教育委員会 ３１

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者６件、県内に事務所を有する団体１１件、県外に住所を有する者

５件及び県外に事務所を有する団体９件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２９年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

２９年度 １２７ ７８ ４９ ０ ５

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況

（単位：件）
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審査請求 処 理 の 内 容

繰 越 請 求
裁 決

取下げ 審査中
件 数 件 数 却 下 棄 却

一 部
認 容

認 容

０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １

４ 選挙管理委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

選挙管理委員会 １１

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者２件、県内に事務所を有する団体３件、県外に住所を有する者５

件及び県外に事務所を有する団体１件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２９年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

２９年度 ２２１ ４７ １７４ ０ １１４

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

５ 人事委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

人事委員会 １

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者１件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２９年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

２９年度 ０ ０ ０ ０ １

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

６ 監査委員が管理する公文書



5

平成３０年５月２９日（火） 群 馬 県 報 第９６０３号

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

監査委員 ４

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者３件及び県内に事務所を有する団体１件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２９年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

２９年度 １６ ３ １３ ０ ２

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

７ 公安委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

公安委員会 ７

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者７件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２９年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

２９年度 ４ ０ ４ ０ ３

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況

（単位：件）

審査請求 処 理 の 内 容

繰 越 請 求
裁 決

取下げ 審査中
件 数 件 数 却 下 棄 却

一 部
認 容

認 容

１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １

８ 警察本部長が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数
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（単位：件）

区 分 請 求

警察本部長 ９６

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する者４４件、県内に事務所を有する団体９件、県外に住所を有する者

６件及び県外に事務所を有する団体３７件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２９年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

２９年度 １２３ ３８ ８５ ０ ２０

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況

（単位：件）

審査請求 処 理 の 内 容

繰 越 請 求
裁 決

取下げ 審査中
件 数 件 数 却 下 棄 却

一 部
認 容

認 容

７ １ ０ ０ ０ ０ ０ ８

９ 労働委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

労働委員会 １

注 請求者の内訳は、県内に住所を有する法人１件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２９年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

２９年度 １ １ ０ ０ ０

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

１０ 収用委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数 ０件
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(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数 ０件

(3) 審査請求の状況 なし

１１ 内水面漁場管理委員会が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数 ０件

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数 ０件

(3) 審査請求の状況 なし

１２ 企業管理者が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数

（単位：件）

区 分 請 求

企業管理者 ２７

注 請求者の内訳は、県内に事務所を有する団体１４件、県外に住所を有する者３件及び県外に事務所を有す

る団体１０件である。

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数

２９年度に 処 理 の 内 容 不存在等
区 分 決定した対

象公文書数 開 示 部分開示 非 開 示 件 数

２９年度 ３８ ３８ ０ ０ ０

繰 越 － － － － －

(3) 審査請求の状況 なし

１３ 住宅供給公社が管理する公文書

(1) 公文書の開示の請求件数 ０件

(2) 公文書の開示、非開示等の決定対象公文書数 ０件

(3) 審査請求の状況 なし

◎群馬県告示第１５９号

群馬県個人情報保護条例（平成１２年群馬県条例第８５号。以下「条例」という。）第３５条の規定により、平

成２９年度における条例の運用状況を次のとおり公表する。

平成３０年５月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 個人情報取扱事務の登録件数

（単位：件）

実施機関名 登録件数

知事 １，９３４
（３０）
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議会 ３９

教育委員会 ２２８
（２）

選挙管理委員会 ２２

人事委員会 ２０

監査委員 １０

公安委員会 ５

警察本部長 １５４

労働委員会 １３

収用委員会 ７

内水面漁場管理委員会 ５

企業管理者 １９

合 計 ２，４５６
（３２）

注 括弧内は、特定個人情報を取り扱う事務の内数である。

２ 開示請求件数、訂正請求件数及び利用停止請求件数

(1) 開示請求件数

（単位：件）

実施機関名 書面による請求 口頭による請求 合計請求件数

知事 ３５ ４６６ ５０１

教育委員会 １ ３，８８１ ３，８８２

人事委員会 ０ １４３ １４３

監査委員 ０ ０ ０

公安委員会 ３ ０ ３

警察本部長 １３５ ０ １３５

合 計 １７４ ４，４９０ ４，６６４

注１ 他の実施機関については、開示請求なし。

２ 口頭による開示請求については、平成３０年３月末日までに開示期間が開始したものを対象とし、開示

請求件数については、当該期間満了までの件数とした。

(2) 訂正請求件数 ０件

(3) 利用停止請求件数 ０件

３ 開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する処理の内容

(1) 開示請求に対する処理内容
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（単位：件）

区 分 書面による請求 口頭による請求 合 計

開 示 請 求 １７４ ４，４９０ ４，６６４

開 示 決 定 ３２ ４，４９０ ４，５２２
処

部 分 開 示 決 定 １９１ ０ １９１
理

非 開 示 決 定 ０ ０ ０
内

不 存 在 決 定 等 ２７ ０ ２７
容

取 下 げ ０ ０ ０

注１ 一つの開示請求について、複数の決定処分を行う場合があるので、処理内容の合計件数と開示請求の件

数は、一致しない場合がある。

２ 不存在決定等には、拒否決定及び条例第１５条の規定による存否を明らかにしない決定を含む。

(2) 訂正請求に対する処理内容 なし

(3) 利用停止請求に対する処理内容 なし

４ 審査請求の状況

（単位：件）

審査請求 処 理 の 内 容

繰 越 請 求
裁 決

取下げ 審査中
件 数 件 数 却 下 棄 却

一 部
認 容

認 容

４ ６ ０ ０ ０ ０ ０ １０

注 表中、「審査請求」「裁決」には、平成２８年４月１日付け改正前の条例における「不服申立て」「決定」

に係るものを含む。
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◎
群
馬
県
告
示
第
百
六
十
号

群
馬
県
農
業
共
済
組
合
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
五
月
二
十
九
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
農
業
共
済
組
合
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

群
馬
県
農
業
共
済
組
合
検
査
規
程
（
平
成
二
十
二
年
群
馬
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
農
業
災
害
補
償
法
」
を
「
農
業
保
険
法
」
に
、
「
第
百
四
十
二
条
の
二
か
ら
第
百
四

十
二
条
の
四
」
を
「
第
二
百
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
農
業
災
害
補
償
制
度
」
を
「
農
業
共
済
事
業
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
共
済
規
程
」
を
「
事
業
規
程
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
農
業
災
害
補
償
制
度
」
を
「
農
業
共
済
事
業
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
百
四
十
二
条
の
三
」
を
「
第
二
百
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
こ
と
を
原
則
と
す
る
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
検
査
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
提
示
」
を
「
携
行
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
、
検
査
責
任
者
」
を

「
、
検
査
員
」
に
、
「
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
検
査
員
（
検
査
責
任
者
を
含
む
。
）
に
」
を
「
及

び
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
検
査
責
任
者
」
を
「
検
査
員
」
に
、
「
提
示
し
て
検
査
を
行
う
旨

を
告
げ
る
も
の
と
す
る
」
を
「
提
示
す
る
と
と
も
に
、
検
査
員
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
身
分
証
明
書

を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
十
八
条
中
「
、
組
合
が
直
ち
に
業
務
の
改
善
に
着
手
で
き
る
よ
う
、
ま
た
、
組
合
の
役
員
及
び

職
員
に
無
用
の
不
安
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
」
を
削
る
。

第
十
九
条
第
三
項
中
「
第
百
四
十
二
条
の
五
」
を
「
第
二
百
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
第
百
四
十
二
条
の
四
」
を
「
第
二
百
九
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中

「

第
１
４
２
条
の
２

「

第
２
０
９
条
第
１
項

農
業
災
害
補
償
法

第
１
４
２
条
の
３

を

農
業
保
険
法

第
２
０
９
条
第
２
項

に
改
め
る
。

第
１
４
２
条
の
４

」

第
２
０
９
条
第
３
項

」

別
記
様
式
第
二
号
表
面
中
「農
業
災
害
補
償
法
第
１
４
２
条
の
２
か
ら
第
１
４
２
条
の
４

」
を

「農
業
保
険
法
第
２
０
９
条
第
１
項
か
ら
第
３
項

」
に
改
め
、
同
様
式
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成３０年５月２９日（火） 群 馬 県 報 第９６０３号
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平成３０年５月２９日（火） 群 馬 県 報 第９６０３号

◎群馬県告示第１６１号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１３条第１項の規定により、次のとおり家畜伝染病の発生に

ついて届出があった。

平成３０年５月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

病名 畜種
患畜又は疑似

発生頭数 発生年月日 発生場所 処置
患畜の区分

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 平成３０年５月１５日 富岡市 法令殺

◎群馬県告示第１６２号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

館林都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

平成３０年５月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 都市計画の種類及び名称 館林都市計画区域区分 千代田工業団地南地区

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 邑楽郡明和町大輪及び同郡千代田町大字下中森の各一部

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県館林土木事務所、明和町都市建設課及び千代田町都市整備課

公 告■

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、千代田農業振興地域

の区域を次のとおり変更する。

平成３０年５月２９日

群馬県知事 大 澤 正 明

変更後の千代田農業振興地域は、邑楽郡千代田町の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。

都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（平成３０年群馬県告示第１６２号）後の都市計画法（昭和４３年法

律第１００号）に基づく市街化区域

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


